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候 補 者 推 薦 要 領 

 

昭和５９年９月１日 

生涯学習局長裁定 

〔最近改正 平成３０年６月８日〕 

 

 

１ 推薦方法 

 

 別紙様式による表彰候補者調書、功績調書及び履歴書各１部を添えて、文

部科学大臣あてに推薦する。 

 

 

２ 候補者の例示等 

 

（１）社会教育功労者表彰要項（以下、「表彰要項」という。）３（１）に係る

例示等 

 

 （ア）地域における社会教育の振興に功労があった期間 

 

 表彰要項３（１）（ア）に該当する期間としては、以下の①から④まで

に掲げる期間を通算した期間が考えられる。 

 

① 社会教育に関する諸活動の指導者として貢献した期間 

 

 具体的には、以下のⅰからⅲまでに掲げる期間を通算した期間。 

ⅰ 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、博物

館協議会委員、青少年教育・女性教育施設の運営委員等として、社

会教育に関する諸計画の立案、各種事業の企画実施等に指導的役割

を果たした期間 

ⅱ 生涯学習推進会議等生涯学習推進体制のための組織の各種委員等

として、社会教育活動の活性化のために連絡・調整、連携事業の開

発、振興に功労のあった期間 

ⅲ 社会教育の講座、学級、講習会、学校開放事業等の講師、助言

者、企画運営担当者、又は社会教育指導員、青少年指導員・青少年

相談員等の各種指導員として、社会教育に関する各種の学習活動へ

の指導・助言、援助、生活指導、グループ指導等を行い、地域の社

会教育の振興に功労のあった期間 

 

② 社会教育施設において、その業務に精励し、他の模範と認められる

活動を行っていた期間 

 

 具体的には、以下のⅰからⅵまでに掲げる施設の職員（補助的な職

員は除く。）として、教育活動（講習会、研究会、移動教室等）の援

助、拡充、調査研究活動、資料の収集、提供、サービス網の整備等に

精励し、施設活動の促進に功労のあった期間を通算した期間。 
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ⅰ 公民館（社会教育法第２０条、２１条に定める施設に限る。） 

ⅱ 図書館（図書館法第２条に定める施設に限る。） 

ⅲ 博物館（博物館法第２条に定める施設及び同法第２９条に定め

る相当施設に限る。） 

ⅳ 総合社会教育施設（教育委員会が所管する施設に限る｡） 

ⅴ 青少年教育施設（教育委員会が所管する施設に限る。） 

ⅵ 女性教育施設（教育委員会が所管する施設及び教育委員会所管

の一般社団法人若しくは一般財団法人が管理運営する施設に限

る。） 

 

③ 社会教育におけるボランティア活動に精励し、他の模範と認められる

活動を行っていた期間 

 

 具体的には、各種学級・講座における指導・助言、学習相談、学習グ

ループ育成、子どものためのストーリー・テリング、視覚障害者のため

の点字図書や録音テープの作成、博物館資料の解説・案内、青少年の野

外活動の指導、野外の美化活動等社会教育活動として行われる各種の社

会奉仕活動、地域活動等に関してボランティアとして精励し、地域住民

の新しい連帯をつくり、学習活動や実践活動への参加を促進する活動等

に功労があった期間 

 

④ 社会教育関係の団体活動に精励し、他の模範と認められる活動を行っ

ていた期間 

 

 具体的には、地域における青少年団体、女性団体、成人団体等の各種

社会教育関係団体の育成者、リーダー及び構成員として、学習活動の促

進、指導者の養成、青少年の健全育成、男女共同参画社会の形成、高齢

者の学習・社会参加活動の促進等に精励し、民間の社会教育活動の振興

に功労のあった期間 

 なお、ＰＴＡ活動に関する功労のあった期間は、別に表彰制度がある

ので除くこととする。 

 

（イ）全国的な社会教育の振興に功労があった期間 

 

  具体的には、全国的な活動を展開する青少年団体、女性団体、成人団体

等の社会教育関係団体の役員に従事し、青少年の健全育成、女性、高齢者

等の学習活動や社会参加の促進、指導者の養成等民間の社会教育活動の普

及、向上に顕著な功労があったと認められる期間が考えられる。当該期間

には、次のⅰに定める公益社団法人及び公益財団法人並びにⅲに定める団

体に移行前の団体の役員に従事していた期間を含む。 

 なお、「社会教育関係団体」とは、次のⅰからⅲのいずれかに該当する

ものが考えられる。 

ⅰ 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする公益社団法人

及び公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う

関係法律等の整備等に関する法律第４４条及び公益社団法人及び公
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益財団法人の認定等に関する法律第４条に基づき内閣総理大臣が認

定した法人）で、その活動が適切に行われている団体。 

ⅱ 社会教育団体振興協議会、一般財団法人社会通信教育協会に１０年

以上加盟し、顕著な活動を展開している団体。 

ⅲ 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、顕著な活動を

展開している団体で、社会教育団体振興協議会、一般財団法人社会

通信教育協会、特定非営利活動法人全国検定振興機構のいずれかの

団体に加盟し、当該団体より推薦のあった団体 

 また、「役員」とは、理事、監事、評議員以上の役職であって代議員、

委員、相談役、顧問等は含まないものとする。 

 

（ウ）文部科学省が所管する独立行政法人における社会教育の振興に功労があ

った期間 

 

 表彰要項３（１）（ウ）の文部科学省が所管する独立行政法人とは、独

立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法

人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立

文化財機構（東京文化財研究所および奈良文化財研究所を除く）をいう。 

 表彰要項３（１）（ウ）に関する活動年数には、推薦する独立行政法人

の前身である国立の機関における活動も含まれるものとする。 

 

（２）表彰要項３（２）に係る例示等 

 

 表彰要項３（２）に該当する者は、表彰要項３（１）の功労と同等以上の

功労があると認められる者とする。 

 

 

３ 候補者の対象としない者 

 

 以下の（１）から（３）に該当するものは、表彰の重複等を避ける観点か

ら、表彰要項３に該当する者であっても、表彰の候補者の対象とはしないも

のとする。 

 

（１）本要領２（１）（ア）①においては、現に地方公共団体に勤務する常勤の 

 職員。 

 

（２）社会教育に関する功労による叙勲、褒章受賞者（推薦年度における候補者

を含む）。 

 

（３）過去に社会教育に関する功労により文部大臣表彰及び文部科学大臣表彰を

受けた者。 
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４ 推薦人数 

 

 表彰要項４（３）の推薦人数は以下のとおりとする。 

 

法  人  名  等 

 

施設数 

 

推薦人数 

 

国立女性教育会館 

 

１ 

 

１名以内 

 

国立科学博物館 

 

１ 

 

１名以内 

 

国立青少年教育振興機構 

 

２８ 

 

２８名以内 

 

国立オリンピック記念青少年総合センター、国立 
大雪青少年交流の家、国立岩手山青少年交流の家、国 
立磐梯青少年交流の家、国立赤城青少年交流の家、国 
立能登青少年交流の家、国立乗鞍青少年交流の家、 
国立中央青少年交流の家、国立淡路青少年交流の 
家、国立三瓶青少年交流の家、国立江田島青少年 
交流の家、国立大洲青少年交流の家、国立阿蘇青 
少年交流の家、国立沖縄青少年交流の家、国立日高 
青少年自然の家、国立花山青少年自然の家、国立  
那須甲子青少年自然の家、国立信州高遠青少年自 
然の家、国立妙高青少年自然の家、国立立山青少年 
自然の家、国立若狭湾青少年自然の家、国立曽爾 
青少年自然の家、国立吉備青少年自然の家、国立 
山口徳地青少年自然の家、国立室戸青少年自然の 
家、国立夜須高原青少年自然の家、国立諫早青少 
年自然の家、国立大隅青少年自然の家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の各施設

から１名以内 

 

 

 

 

 

 

 
 
国立美術館 

 
 
   ５ 

 

５名以内 

 

東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋

美術館、国立国際美術館、国立新美術館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の各施設

から１名以内 
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国立文化財機構 

 

    ４ 

 

 ４名以内 

 

東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物

館、九州国立博物館 

 

 

  

左記の各施設

から１名以内 

 

 

５ 留意事項 

 
 推薦に当たっては、関係者からなる選考委員会を設けるなど、慎重に調査
及び審査すること。 


